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電気通信事業法施行規則等の一部改正に関し、別紙のとおり意見を提出します。 
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別紙 
    

電気通信事業法施行規則等の一部改正について 

 

・ＦＴＴＨサービスの屋内配線 

 

指定設備の定義の改正（改正施行規則第２３条の４第２項第３号）において、

接続を円滑に行うために必要な事項に係る屋内配線の規定は、マンション向け

が対象であることを明確化されることにより、他事業者設置の屋内配線の転用

が、自らの屋内配線の転用を認めている事業者に限って認められたことは、公

正競争の観点から改正することに賛同します。 

 

 


